
生活について
Life

家、ごみ、相談など日々の色々。

生活トラブルのはなし  配置薬のトラブルS e r i e s
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配
置
薬
の
業
者
が
、
こ
こ
６
年
ほ
ど
薬
の
入
れ
替
え
に
来
な
か
っ

た
の
で
、
１
年
前
に
、
残
っ
て
い
た
使
用
期
限
切
れ
の
薬
を
廃

棄
し
た
。
し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
突
然
、
業
者
が
来
訪
し
、「
も

う
一
度
、
置
か
せ
て
ほ
し
い
」
と
勧
誘
し
て
き
た
。
断
っ
た
と

こ
ろ
、
廃
棄
し
た
分
を
含
む
薬
代
３
万
８
千
円
を
支
払
う
よ
う

に
言
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
70
歳
代　

女
性
）

　
「
配
置
薬
」
と
は
、
販
売
員
が
消
費
者
宅
へ
薬
を
預
け
、
次
回
の

来
訪
時
に
消
費
者
が
使
っ
た
分
の
薬
代
を
支
払
う
仕
組
み
で
す
。

全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
は
、
配
置
薬
の
引
き
取
り
や
処
分

を
め
ぐ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
と
い
う
事
例
が
多
数
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。

○
配
置
薬
は
、
た
と
え
期
限
が
切
れ
て
い
て
も
、
勝
手
に
処
分
す

る
と
そ
の
分
の
代
金
を
請
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
長
期
間
訪
問
が
な
い
場
合
で
も
、
使
わ
な
い
薬
は
自
分
の
判
断

で
処
分
せ
ず
、
解
約
を
申
し
出
て
引
き
取
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

○
配
置
薬
の
販
売
員
に
は
、
法
律
に
よ
り
身
分
証
明
書
の
携
帯
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
来
訪
時
に
は
提
示
を
求
め
、
連
絡
先

を
メ
モ
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

○
「
薬
箱
を
引
き
上
げ
て
ほ
し
い
が
、
中
々
解
約
に
応
じ
て
も
ら

え
な
い
」
と
い
っ
た
相
談
も
目
立
ち
ま
す
。

　

困
っ
た
と
き
は
、
早
め
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
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地域振興住宅の入居者を募集しますN o t i c e
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地
域
振
興
住
宅
の
概
要

▽
構
造　

木
造
平
屋
建
て

▽
間
取
り　

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
・
４
Ｌ
Ｄ
Ｋ

▽
月
額
家
賃　

２
万
１
千
円
以
内

▽
入
居
可
能
時
期　

平
成
31
年
４
月
上
旬
予
定

▽
募
集
戸
数　

５
戸
以
内

※
財
政
事
情
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

地
域
振
興
住
宅
の
建
設
候
補
地

▽
市
内
の
市
有
地(

高
岡
ほ
か)

▽
新
た
に
取
得
す
る
市
有
地

※
旧
３
町
の
市
街
地
は
除
き
ま
す
。

申
込
資
格

▽
申
込
時
に
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者(

婚
約
者
を
含
む)

が
、

お
お
む
ね
40
歳
以
下
で
、
２
年
以
上
市
外
に
住
民
登
録
が

あ
る
こ
と
。

▽
市
内
定
住
の
意
思
が
あ
る
こ
と
。

※
そ
の
他
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

▽
平
成
30
年
１
月
15
日
（
月
）
～
平
成
30
年
３
月
15
日
（
木
）

▽
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

受
付
窓
口

▽
本
庁
建
設
課
管
理
係

▽
各
支
所
建
設
水
道
課
管
理
係

※
建
設
希
望
地
に
お
い
て
地
域
振
興
住
宅
の
空
き
家
が
あ

る
場
合
は
、
空
き
家
へ
の
入
居
と
な
り
ま
す
。

※
入
居
資
格
や
申
請
書
類
な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て
は
上
記

の
各
支
所
担
当
課
に
お
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
地
域
振
興
住
宅
の
入
居
者
募
集
に
つ
い
て
」
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

by 建設課・各支所建設水道課　本庁☎ 0986-76-8811　大隅 ☎ 099-482-5953　財部☎ 0986-72-0941

28Soo City Public Relations,2018.1.Japan




